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Ⅰ はじめに 

１ 目的 

  急速な少子化の進行や家庭・地域社会を取り巻く環境の変化等を踏まえ、次世

代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境の整備に社会全体で取り

組むため、平成１５年７月に、「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。

宮古島市役所は事業主として、この「次世代育成支援対策推進法」に基づき、平

成１８年度から平成２２年度までの５年間を計画期間とした「宮古島市特定事業

主行動計画」を策定し取り組みを進めて参りました。 

  現在、子育てに関する休暇制度の拡充を始めとして、職員が仕事と子育てを両

立できる環境が整いつつありますが、未だ道半ばであり、子どもを持つ職員に目

を向けてみると、仕事や家事・育児の負担により、仕事と子育てが両立している

とは言い難い状況にあり、また、職員が安心して子育てをしながら能力を最大限

に発揮できる職場環境を整えることは、本市の行政を推進して行く上においても、

重要な課題のひとつとなっています。 

  国においても、依然として少子化の流れが変わり、子どもが健やかに生まれ育

成される社会が実現したとまでは言えないとして、次世代育成支援対策の取り組

みを充実させるため、平成２６年４月に次世代育成支援対策推進法が改正されま

した。これにより、法律の有効期限が１０年間延長され、また新たに平成２８年

８月には女性の個性と能力がなお一層発揮できるための環境整備が重要であり、

より豊かで活力ある社会実現を図るために、「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律」が施行され、行動計画の策定が義務づけられております。 

  今回の行動計画は、次世代育成対策推進法第19条、及び女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する法律第15条に基づき、策定するものであり、策定にあたり

国の行動計画策定指針及び職員の意見等、またそれぞれの女性職員の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、改善すべき内容について分析しました。 

  課題の分析を踏まえ、これまでの取り組みで不十分であった項目等を見直し、

目標を設定します。 

  

 

                         平成 28 年３月 31 日 

                      宮 古 島 市 長 

                      宮 古 島 市 議 会 議 長 

                      宮古島市教育委員会 

                      宮古島市選挙管理委員会 

                      宮古島市代表監査委員 

                      宮古島市農業委員会 

                      宮 古 島 市 消 防 本 部 

                      宮 古 島 市 水 道 事 業 
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２ 計画期間 

  この特定事業主行動計画は平成２８年度から平成３７年度までの１０年間の

計画です。この行動計画は、その前半の期間である平成２８年４月１日から平成

３３年３月３１日までの５年間を計画期間としています。 

  この行動計画に掲げている数値目標は、平成３２年度の達成目標です。 

H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

          

３ 行動計画の実施にあたって 

  この行動計画は宮古島市役所の職員全員を対象としています。この行動計画が

きちんと実施されるためには、この行動計画の内容を職員がよく理解し、自分自

身の置かれた立場、役職等に応じた行動をとる必要があります。 

４  

  この行動計画では、取り組みを行うそれぞれの主体を以下のように定義します。 

 （１）人事担当課 職員の人事や服務等の管理をしている課等 

 （２）所属長 子育てを行う職員の所属長 

 （３）子育てを行う職員 子育て中の職員、又は父親や母親となる予定の職員 

 （４）周囲の職員 子育てを行う職員の周囲の職員 

 （５）全職員 全ての職員 

 

Ⅱ 計画の具体的な内容 

１ 制度を知ることが第一歩 

 (1) パンフレット等による制度の周知 

   人事担当課において、母性保護、育児休業、休暇、超過勤務の制限などの各

種制度を理解しやすいようにまとめたパンフレットを作成し、制度の周知に努

めます。子育てを行う職員は各種制度を理解し、所属する課においては妊娠し

ている人や、子どもを育てている人が制度を利用しやすいような、雰囲気づく

りに協力しましょう。 

 (2) 子育てを行う職員に対する研修 

   新規採用職員研修などの職員への研修を行う際、母性保護、育児休業、休暇、

改正次世代育成支援対策推進法 

 前期行動計画 

 （Ｈ２８ ～ Ｈ３２） 
 後期行動計画 

 （Ｈ２８ ～ Ｈ３７） 

女性の職業生活における活躍推進法 
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超過勤務の制限などの各種制度に関する子育てパンフレットを配布するとと

もに、「仕事と子育ての両立」についての周知を行い、子育てを行う職員自身

への啓発をしていきます。 

 (3) 子育て等に関する相談窓口 

   子育てに関する制度や、子育て等に関しての相談相手になってくれる「相談

窓口」を人事担当課に設置し、内容に応じては専門分野の相談窓口をご案内し

ます。また、気軽に相談できる子育てサポーター（子育て経験者）をご紹介し

ます。 

 (4) 職場環境や周囲の職員の意識 

   職場優先の環境（例えば、「子どもの病気よりも仕事を優先すべき」という

ような職場の雰囲気）や固定的な性別役割分担意識（例えば、「子どもの面倒

をみるのはすべて母親の仕事だ」というような意識）の是正を進めていきます。 

   また、この計画を実りあるものとするためには具体的な行動が必要であり、

その行動には意識が伴わなければ何も変わりません。全職員が、研修などの機

会に子育てについて改めて考えてみてください。 

２ 父親、母親になるとわかったら 

 (1) 速やかな連絡 

  父親･母親になるとわかったら、できるだけ速やかに（遅くとも出産予定日の

およそ５ヶ月前までに）、育児をするようになることを各人事担当課、及びそ

れぞれの所属長に申し出るようにしましょう。母性保護、育児休業、休暇など

の諸制度の活用のためにも必要です。 

 (2) 職場における妊婦への配慮体制 

  報告を受けた所属長は、妊娠中の職員の健康や安全に十分配慮し、母体に悪影

響を与えることのないよう必要に応じ業務の見直しや担当替え等の措置を講

じましょう。 

 (3) 仕事の引継ぎの実施、代替え職員の確保 

  子育てを行う職員が産前産後休暇、育児休業の取得にあたり、休みを取得する

期間、所属する部署の業務をどのような体制で取り組むか所属長が中心となり

決めていきます。 

  その際、所属長は代替え職員の配慮について、人事担当課にも相談しましょう。 

３ 妊娠中及び出産後の配慮について 

  妊婦や胎児に大きな影響があるものの１つにたばこの煙の害が上げられてい

ます。本人の喫煙はもちろんのこと、たばこの先から立ち上る副流煙も大きな影

響を与えます。たばこの煙の６０％以上は副流煙であり、有害物質が主流煙より

もずっと高濃度に含まれています。この副流煙を知らないうちに吸ってしまう受

動喫煙によって、妊婦や胎児に知らないうちに重大な影響を与えています。 

  受動喫煙を防ぐためにも、職場における分煙の徹底に加え、職場を離れていて

も、周りの人の健康に配慮した喫煙マナーが必要です。 

  また、妊娠中及び出産後に母体の保護及び母性健康管理のためにある深夜勤務

及び時間外勤務の制限、業務軽減、保育時間休暇の取得などについて定めた勤務

時間、勤務等に関する条例及び施行規則によって保護されています。これらの制

度を全職員に周知することで、この時期にある女性職員の勤務についての配慮を
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周囲の職員で考え、また子育てを行う職員も安心して勤務が続けられるよう環境

を整えます。 

４ 男性の子育て目的の休暇等の取得を促進するために 

  父親として子育てを行う職員に対し、配偶者の出産に伴う休暇（５日）及び男

性職員の育児参加休暇（５日）の認知度を高めるとともに、取得対象の男性職員

が全員取得できることを重点取組目標とします。 

  出産をサポートすることは、家族の中で支え合う育児の第１歩です。また、配

偶者はあなたのサポートを必要としています。父親として子育てを行う職員は、

休暇を積極的に取得しましょう。 

  育児には家族のサポートだけでなく、職場、及び周囲の職員のサポートも必要

です。 

  出生時の休暇を取得しやすいような雰囲気を所属職員全員で作りましょう。 

５ 育児休業を取得しやすい環境をつくるために 

  子育てとの両立を図りながらいきいきと仕事を続けていくため、女性職員に加

えて男性職員も育休の円滑な取得や職場復帰を支援することが求められていま

す。また、育休中のみならず妊娠期から職場復帰後の働き方についても配慮や支

援を行うことが大切です。 

 (1) 育児休業の取得 

   女性職員の育児休業の取得率は、平成２１年度では、１００％となりました。

しかし男性職員の育児休業の取得は現在まで取得事例はありません。乳幼児期

の子育てに積極的にかかわることは、子どもとの信頼関係が深まるだけでなく、

職員自身の人生観に厚みを持たせてくれる貴重な経験です。女性職員は産後休

暇期間の終了日の翌日から育児休業を取得することができますが、男性職員に

ついては、「子の出生の日」から取得することができます。男性職員が育児休

業を取得するよう、本人も周囲の人も積極的な姿勢で臨んでください。 

 (2) 育児休業からの円滑な復帰 

  育児休業中の職員は、育児休業中は職場から離れていますので、孤独を感じた

り、「職場復帰してもついていけないのではないか。」と不安になりがちです。

所属の職員は、休業中の職員に最近の業務の状況を連絡するとともに、休業中

の職員が職場に連絡してきやすいような環境をつくるよう、心がけてください。 

  また、育児休業中の職員も、子どもが寝て一息ついた時間であれば職場に電話

するなどして、積極的に職場との関わりを保つようにしましょう。 

  育児休業から復帰した職員は、業務に慣れるのに時間がかかる上、子どもの急

な病気などにも対応しなければなりません。仕事と子育ての両立のための最も

大切な時期ですから、職場全体でサポートしましょう。 

(3) 所属長の取り組み 

  所属長は、妊娠期の体調や職員の意向を把握するため、育児休業を取得する職

員と面談の機会を設け情報共有しましょう。 

  育児休業終了予定２ヵ月前になりましたら、所属長と育児休業中の職員は産

休・育休復帰支援面談シート＜育休中・復帰後＞シートを活用し、面談の機会

を設けましょう。所属長は、子育てを行う職員の育児状況、働き方の意向があ

るか確認を行い、職場復帰後の業務内容や役割分担について話合い、不安に思
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っている職員がスムーズに職場復帰できるよう努めましょう。 

６ 子どもの看護などのための特別休暇の取得を推進するために子の看護休暇や短

期介護休暇を活用して、突発的な病気の際には、休暇を取得できるよう、職場全

体で支援するようにしましょう。 

  子育てを行う職員は、日頃から周囲の職員、特に担当する業務で関わりのある

職員とコミュニケーションを図り、急な休暇でも困らないようにしておきましょ

う。 

７ 時間外勤務を縮減するために 

  時間外勤務の縮減をするために、以下の内容を参考にし、職員の時間外勤務の

縮減に役立ててください。 

 (1) ノー残業デーの徹底 

   毎週水曜日はノー残業デーです。ノー残業デーについて電子メール等による

一層の周知・啓発を行い職場の意識改革を図ります。 

   所属長は、職員の業務量を把握し、業務に対して適切な指示を行います。 

   また、手本となるよう自ら定時退庁を心がけましょう。定時退庁できない場

合にも、他の職員が退庁しやすい雰囲気づくりを心がけましょう。 

 (2) 時間外勤務を少なくする取り組み 

   時間外勤務を少なくするために、事務事業の見直し、業務内容手順の効率化

をすすめることに加えて、職員一人ひとりが業務の効率的な遂行を心がけまし

ょう。また、所属長は、毎月の時間外実績リストを活用し、所属職員の時間外

勤務時間数や、日々の業務量をチェックし、必要に応じ事務分担を見直しまし

ょう。また、時間外勤務の多い職員に対しては、健康管理に特に気を配るよう

にしてください。 

 (3) 健康面の配慮について 

   職員が健康で仕事と子育ての両立を図れるよう、超過勤務の多い職員に対し

健康診断の受診指導等、健康面における指導の徹底を図ります。また、健康相

談（こころの相談を含む）の活用について、一層の周知を図ります。 

８ 年次休暇の取得を促進するために休暇の取得は、職員の健康増進のほか、リフ

レッシュすることにより、業務効率が上がるなど仕事の面でも効果があります。

また、家庭生活における諸事に参加する環境を醸成するため、全職員が積極的に

取得する必要があります。 

 (1) 休暇を取得しやすい環境づくり 

   勤務体制によっては職員が休暇を取得しにくいと感じる職場があります。子

育てを行う職員が職場や周囲の職員に「気兼ね」なく有効に活用できるような

雰囲気の醸成や、休暇取得に対する意識改革に努めましょう。また、職場内で

業務の進捗状況を話合うことや、業務量に応じて必要な人員配置を行うことで、

年次休暇を取得しやすい環境を整えましょう。 

 (2) 休暇取得の促進 

   各所属においては、計画的に年次休暇を取得し、子育てを行う職員は休暇の

取得時期について早めに申告をするよう努めましょう。 

   特に子育て期（配偶者の妊娠中も含む）にある男性職員に対しては子ども（妊

娠中は配偶者）の健康診査等へ参加するため、休暇を積極的に取得しましょう。 



6 
 

   子どもや家族に関する行事への参加や記念日のために、例えば、次のような

時に年次休暇を取得するようにしましょう。 

  例）子どもの春休み、夏休みなど 

    年末年始 

    月曜日や金曜日（土日と組み合わせた、ハッピーマンデー・ハッピーフラ  

イデー） 

    家族の誕生日、結婚記念日 

    入学式、卒業式、授業参観、学芸会、運動会などの学校行事やＰＴＡ活動 

    子どもの予防接種、健康診査 

    地域活動 

９ 子育てバリアフリーを推進するために 

  施設利用者等の実情を勘案し、ベビーベッド等の設置を行うなどの取り組みは

既に行っておりますが、今後も施設利用者等のニーズを把握に努め、適切な対応

を進めて行きます。職員は、子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親

切、丁寧な対応を率先して行いましょう。 

１０ 子ども・子育てに関する地域活動に貢献するために子どもの健やかな成長の

ために、今、地域の役割が重要視されています。 

  特に、閉鎖された環境になりがちな乳児期の親子にとっては、地域住民の見守

りは、大きな心の支えになるでしょう。職員は、地域の子どもと触れ合う機会に

積極的に参加しましょう。また、職員の皆さんが趣味としているスポーツや文化

活動で、子育てを支援する活動、市民活動の応援をできることもあります。子ど

もがいるいないにかかわらず、子育て支援の活動に参加していきましょう。 

Ⅲ 数値目標 

 職員の仕事と家庭の両立が実現するよう、また、それぞれの職場において女性職

員が活躍できるため勤務環境の整備などを行い、進捗状況を客観的に判断できるよ

う、目標数値を定めます。なお、目標値は、市長部局、宮古島市教育委員会、宮古

島市議会事務局、宮古島市消防本部、宮古島市水道事業別に標記し、また、宮古島

市選挙管理委員会、宮古島市監査委員事務局、宮古島市農業委員会においては配置

職員数が少数のため纏めて標記することとします。 

 

 

 

 ◇ 管理職女性割合 

        平成２６年度  平成３２年度  平成３７年度 

市長部局        3.4％      5.2％      6.9％ 

教育委員会        0％      5.9％     11.8％ 

議会事務局        0％       0％     50.0％ 

消防本部         0％       0％       0％ 

水道事業         0％       0％     14.3％ 

選挙管理委員会等     0％       0％     33.3％ 
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 ◇ 育児休業取得割合（女性職員(男性職員)別） 

        平成２６年度  平成３２年度  平成３７年度 

市長部局      100(0)％   100(16.7)％   100(16.7)％ 

教育委員会      0(0)％   100(50.0)％   100(50.0)％ 

議会事務局      0(0)％   100(50.0)％   100(50.0)％ 

消防本部       0(0)％     0(0)％     0(0)％ 

水道事業       0(0)％   100(50.0)％   100(50.0)％ 

選挙管理委員会等   0(0)％   100(50.0)％   100(50.0)％ 

 

 

 

 ◇ 配偶者の出産に伴う休暇 

        平成２６年度  平成３２年度  平成３７年度 

市長部局       72.7％      81.8％     90.9％ 

教育委員会        0％      40.0％     60.0％ 

議会事務局        0％      50.0％     66.7％ 

消防本部        100％      100％      100％ 

水道事業         0％      33.3％     66.7％ 

選挙管理委員会等     0％      25.0％     50.0％ 

 

 

 

Ⅳ おわりに 

 以上が、宮古島市役所が特定事業主行動計画として、次世代育成支援対策、女性

の職業生活における活躍に関する取り組みの内容です。 

 今回策定しました特定事業主行動計画を基に、職員ひとりひとり異なる立場を理

解し、積極的に関わることを期待し、全職員で支え合いながら働きやすい職場の環

境づくりのい努めましょう。 


